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お知らせ

▲今回送付する子ども医療証。

SAMPLE

　現在の国民健康保険は市町村ごとに運営されていますが、平成30年4月からは、国保財政の安定化を目的として県
も国保の運営に加わることとなります。このことにより、病院への受診方法や保険税の納付先、各種お手続きには変更
がありませんが、被保険者証などに関しまして変更がありますので下記表をご確認ください。

平成30年

4月から

～県と市町村で国保を運営します～

国民健康保険制度のしくみが変わります！

県の主な役割 市町村の主な役割
国保運営の中心的な役割（財政運営の責任主体） 加入者に身近なきめ細かい事業を引き続き実施

○市町村ごとの国保事業費納付金を決定

○各市町村の標準保険料率を提示

○給付に必要な費用を、全額、市町村へ支払い

○国保の統一的な運営方針を決定

○加入者の資格管理（各種届出の受付・保険証の発行など）
○保険税の賦課・徴収
○給付の決定、支払い
○左記の国保事業費納付金を県に納付
○保険事業など、加入者の健康づくりのための事業を実施

平
成
30
年
4
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こ
と

○平成30年4月からお使いいただく被保険者証は平成30年7月31日まで有
　効となります。（保険証の色は変更ありません。ご注意ください）
○平成30年8月1日からお使いいただく被保険者証は新しい様式のものにな
　りますので、平成30年7月中に各世帯の世帯主あてに郵送いたします。
○平成30年8月1日からお使いいただく被保険者証は個人ごとになります。
　（ひとり一枚の個人証となります）
○平成30年度以降の被保険者証の有効期限は8月1日から翌年7月31日ま
　でとなります。更新は毎年8月となります。（県内統一）
○70歳以上の方に関しては、被保険者証と高齢受給者証が一体となります。

　県は、各市町村が保険税を決めるために参考とする標準保険料率の提示や、県内国保の運営方針を策定するなど、市
町村と協力して国保の運営を行います。

県と市町村の役割はどうなるの？

私たち加入者
にはどんな影
響があるの？

・医療機関への受診方法
・保険税の納付先
・各種お手続きの窓口
などは
　今までと変わりません
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